
                                    

 

  令和８年度 一般会計    歳出   第７款６項１目   12節 その他業務委託料  

受付 

番号 

種 目 番 号 

 連絡先 

委託担当 

 健康推進課 健康づくり担当    担当者名 一宮 

                               電 話     671-2454 

 

                          設             計             書  

  

１ 委 託 名         生活保護受給者の健康支援業務の人材派遣委託         

 

 ２ 履 行 場 所         健康福祉局健康推進課および仕様書第３に記載の場所       

 

 ３ 履行期間            ■期間 令和８年４月20日 から 令和９年３月31日 まで 

    又は期限        □期限                               

 

 ４ 契約区分       □ 確定契約              ■ 概算契約      

  

５ そ の 他 特 約 事 項         仕様書のとおり                       

 

 ６ 現 場 説 明          ■ 不要  

□ 要  （  月  日  時  分  場所        ） 

 

 ７ 委 託 概 要         生活保護受給者への健康診査受診勧奨及び健診受診支援、健診結果の 

入手、結果説明、生活習慣改善のための保健指導等              

                                                        

                                                                      

                                                                      

                                                                                 

                                                                                 

                                                                                 

                                                                                 

 

                                           

  



 ８ 部 分 払         

 

       ■ す る （  12 回以内） 

       □ しない 

                                    部 分 払 の 基 準            

業 務 内 容         
履  行 

予定月 
数  量 単 位 単   価 金    額 備    考 

健康支援業務 ４月 (546) 時間    

同上 ５月 (1,092) 時間    

同上 ６月 (1,092) 時間    

同上 ７月 (1,092) 時間    

同上 ８月 (1,092) 時間    

同上 ９月 (1,092) 時間    

同上 10月 (1,092) 時間    

同上 11月 (1,092) 時間    

同上 12月 (1,092) 時間    

同上 １月 (1,092) 時間    

同上 ２月 (1,092) 時間    

同上 ３月 (1,092) 時間    

就業時間外勤務 

見込み分 
４－３月 （20） 時間   

通常時間単価の

１．２５倍を月ご

とに支給  

旅費相当額 ４－３月 一 式  （362,890）  （362,890） 

実績に応じて、横

浜市旅費支給条例

ならびに横浜市職

員出張及び旅費支

給規程に基づき算

出した金額を上限

として月ごとに支

給 

合 計       

※単価及び金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額（旅費相当額は除く） 

※概算数量の場合は、数量及び金額を（ ）で囲む。 

 

  委 託 代 金 額              

                           ￥           ．－      

  内  訳      業 務 価 格        

                              ￥           ．－    

              消費税及び地方消費税相当額   

                               ￥               ．－     



 

                                          

                                 内     訳     書  

 

名      称 形状寸法等 数  量 単位 単 価（円） 金 額（円）  摘   要 

健康支援業務  （12,558） 時間      

就業時間外勤務 

見込み分 
 （20） 時間      

小計         

消費税 

（小計分） 
        

         

         

旅費相当額  - 式 （362,890）  （362,890）  税込 

         

         

         

合計 

(小計＋旅費相当額) 
        

消費税 

（小計分） 
        

総計         

※  概算数量の場合は、数量及び金額を（ ）で囲む 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



９ 契約全般に関する内容 

事業所 

名 称  横浜市役所健康福祉局 

所在地  横浜市中区本町６丁目50番地の10 

就業場所 

部署名称  福祉保健センター生活支援課（仕様書第３に記載） 

所在地  仕様書第３に記載 

派遣期間 令和８年４月20日から令和９年３月31日 

就業時間 原則として９：00～17：00（休憩：１時間含む） 

安全及び衛生 

ＶＤＴの連続操作は１時間までとする。１時間以上の連続操作をする場合は、 

10分間の休息を与える。その他派遣先は法令により課された責任を負う。 

労働安全衛生法その他関係法令の定めに従い、各自必要な措置をとる。 

契約解除 
派遣元、または派遣労働者がこの契約に違反し、その違反によって契約の目的を

達成できないと認められるときに、派遣先は契約の解除を行うことができる。 

時間外労働 

就業時間外労働は原則行わないが、やむを得ない場合には、派遣先は、前記の就

業時間に拘らず、派遣契約で定められた範囲において、派遣労働者に時間外労働

を命ずることができる。（時間外労働については１か月45時間、年間360時間を

限度とする） 

時間外規定 

当初予定している就業時間と合わせ８時間（休憩時間を除く）までは、法定労働

時間以内のため、通常時間と同じ時間単価とし、15分単位とする。８時間を超過

した場合の時間外単価は、22時までは通常時間単価の1.25倍とする。 

福祉増進のた

めの便宜供与 

派遣先は派遣労働者に対して、福利厚生設備（給湯室、休憩スペース等）を利用

することができるよう便宜供与するものとする。 

支払条件 

・請求書による支払い。 

・派遣元は毎月の派遣時間の実績に応じた額を派遣先に請求する。 

・請求額は月末日締めとし、派遣元は請求書を速やかに派遣先に送付する。 

ただし、請求額の算定にあたっては、別添仕様書に定めるとおりとする。 

・派遣先は適法な請求書を受理した日から30日以内に支払いを完了する。 

 



10 個別契約内容 

派遣先責任者 
部 署 

横浜市健康福祉局健康推進部健康推進課 

電話 045-671-2454 

氏 名 健康福祉局健康推進部健康推進課 課長 ○○ 

派遣元責任者 

部 署 電話 

氏 名 
 

 

指揮命令者 健康福祉局健康推進部健康推進課 健康づくり担当係長 ○○ 

派遣人員 仕様書 第６に記載 

派遣料金（概算金額） ( \              )   消費税別途 

派遣期間 自 令和８年４月20日  至 令和９年３月31日 

組織単位 横浜市健康福祉局健康推進課 

 

苦 

情 

処 

理 

 

 

申

出

先 

 

派遣先 
部 署 

横浜市健康福祉局健康推進部健康推進課 

電話 045-671-2454 

氏 名 健康福祉局健康推進部健康推進課 健康づくり担当係長 ○○ 

派遣元 

部 署 電話 

氏 名 
 

 

苦

情

処

理

方

法 

① 派遣先における上記記載の者が苦情の申出を受けたときは、ただちに派遣元責

任者へ連絡することとし、当該派遣先責任者が中心となって誠意をもって、遅滞

なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について派遣労

働者に通知する。 

② 派遣元における上記記載の者が苦情の申出を受けたときは、ただちに派遣先責

任者へ連絡することとし、当該派遣元責任者が中心となって誠意をもって、遅滞

なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について派遣労

働者に通知する。 

③ 派遣先・派遣元は、各々自社内でその解決が容易であり、かつ即時に処理した

苦情のほか、相互に遅滞なく通知するとともに、その結果について必ず派遣労働

者に通知することとする。 

紛

争

防

止 

派遣先は、派遣契約終了後に派遣労働者を雇用する意思がある場合には、事前に派遣

元に書面等で通知するものとし、職業紹介により派遣先が雇用する場合の、取り扱い

は派遣先と派遣元が協議して定める 

そ

の

他 

無期雇用派遣労働者、60歳以上限定なし 
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生活保護受給者の健康支援業務の人材派遣委託仕様書 

 

第１ 総則 

横浜市（以下「派遣先」という。）及び労働者派遣をする事業主（以下「派遣元」という。）

は、労働者派遣契約に関し、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関す

る法律」（以下「労働者派遣法」という。）等を遵守し、この仕様書に従い、契約を履行しな

ければならない。 

 

第２ 契約等の担当課 

〒231-0005 横浜市中区本町６－50－10

横浜市健康福祉局健康推進課 

電話 045-671-2454 

 

第３ 派遣労働者の就業場所の住所及び名称 

１ 〒230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央 3－20―1

横浜市鶴見福祉保健センター 生活支援課 

２ 〒221-0824 横浜市神奈川区広台太田町 3-8

横浜市神奈川福祉保健センター 生活支援課 

３ 〒220-0051 横浜市西区中央 1-5-10 

横浜市西福祉保健センター 生活支援課 

４ 〒231-0021 横浜市中区日本大通 35 

横浜市中福祉保健センター 生活支援課 

５ 〒232-0024 横浜市南区浦舟町 2－33 

横浜市南福祉保健センター 生活支援課 

６ 〒233-0003 横浜市港南区港南 4-2-10 

横浜市港南福祉保健センター 生活支援課 

７ 〒240-0001 横浜市保土ケ谷区川辺町 2-9 

横浜市保土ケ谷福祉保健センター 生活支援課 

８ 〒241-0022 横浜市旭区鶴ケ峰 1-4-12 

横浜市旭福祉保健センター 生活支援課 

９ 〒235-0016 横浜市磯子区磯子 3-5-1 

横浜市磯子福祉保健センター 生活支援課 

10 〒236-0021 横浜市金沢区泥亀 2-9-1 

横浜市金沢福祉保健センター 生活支援課 

11 〒222-0032 横浜市港北区大豆戸町 26-1

横浜市港北福祉保健センター 生活支援課 

12 〒226-0013 横浜市緑区寺山町 118 

横浜市緑福祉保健センター 生活支援課 

13 〒225-0024 横浜市青葉区市ケ尾町 31-4

横浜市青葉福祉保健センター 生活支援課 

14 〒224-0032 横浜市都筑区茅ケ崎中央 32-1

横浜市都筑福祉保健センター 生活支援課 
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15 〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町 16-17 

横浜市戸塚福祉保健センター 生活支援課 

16 〒247-0005 横浜市栄区桂町 303-19 

横浜市栄福祉保健センター 生活支援課 

17 〒245-0024 横浜市泉区和泉中央北 5-1-1

横浜市泉福祉保健センター 生活支援課 

18 〒246-0021 横浜市瀬谷区二ツ橋町 190 

横浜市瀬谷福祉保健センター 生活支援課 

 

第４ 派遣期間 

令和８年４月 20 日から令和９年３月 31 日まで 

 

第５ 業務について 

１ 概要 

福祉保健センター生活支援課（以下「生活支援課」という。）及び福祉保健課健康づくり係 

（以下「健康づくり係」という。）職員の指示のもと、面接や電話等により生活保護受給者（以下

「受給者」という。）への健康診査（以下「健診」という。）受診勧奨及び健診受診支援、健

診結果の入手、結果説明、生活習慣改善のための保健指導を行う。また、同一傷病、同一月

内に同一診療科目を15日以上受診する者（以下「頻回受診者」という。）等に適切な受診行動と

なるよう指導等の支援を行う。 

 

２ 実施環境 

福祉保健センター生活支援課内に設けられた専用スペース及び別途設けるスペース（横浜

市内） 

 

３ 対象者及び業務量（1 就業場所あたり） 

(1) 健診受診勧奨

ア 対象者 

40～64 歳の受給者のうち、生活習慣病の治療を受けておらず、直近 1 年間で健診を受け

ていない者で、かつ、生活状況等から受診可能と判断される者 

イ 業務量 

(ｱ) 生活支援課担当職員及びケース記録からの情報確認 

100～200 人/年（目安） 

(ｲ) 健診受診勧奨の架電、面接、記録作成 

100～200 人/年（目安） 

(ｳ) 健診予約の支援 

60～140 人/年（目安） 

(2) 健診結果の入手

ア 対象者 

(ｱ) 受診勧奨の結果、健診を受診した者 

(ｲ) 自発的に健診を受診した者 
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イ 業務量 

健診結果入手のための架電及び面接、記録作成 

100～200 人/年（目安） 

(3) 健診結果の判断と保健指導

ア 対象者 

（2）で健診結果を入手した者

イ 業務量 

(ｱ) 健診結果の判断と本人への説明 

100～200 人/年（目安） 

(ｲ) 健診結果に応じた保健指導、記録作成、健康づくり係職員への引継ぎ 

100～200 人/年（目安） 

(4) 頻回受診者の指導

ア 対象者 

同一傷病、同一月内に同一診療科目を 15 日以上受診する者等 

イ 業務量 

受診行動改善のための指導 

５～20 人/年（目安） 

 

４ 業務内容 

(1) 健診受診勧奨 

40～64 歳の受給者のうち、生活習慣病の治療を受けておらず、直近 1 年間で健診を受け

ていない者で、かつ、生活状況等から受診可能と判断される者に対して健診の受診勧奨

を行う。 

ア 受診勧奨対象者の確認 

生活支援課が保有する対象者台帳から受診勧奨対象者を把握する。必要に応じて対象

者のケース記録や担当職員から情報を把握する。 

イ 面接による受診勧奨 

アで把握した対象者のうち、対象者が福祉保健センターに来訪する場合等に、指定す

るスペースで健診受診勧奨を行う。 

ウ 電話による受診勧奨 

アで把握した対象者のうち、面接で受診勧奨ができない場合、対象者に架電し、健康

状態の確認及び健診受診勧奨を行う。 

エ 文書による受診勧奨 

アで把握した対象者のうち、イ、ウの面接、架電での受診勧奨が困難な場合、健診受

診勧奨の文書を作成し、送付する。 

オ 訪問による受診勧奨 

アで把握した対象者のうち、イ、ウ、エの面接、架電、文書での受診勧奨が困難な場

合、生活支援課職員と同行のもと、訪問による健康状態の確認及び健診受診勧奨を行う。 

カ 健診予約支援 

イ～オの受診勧奨の結果、受診することになった者のうち、本人による健診予約が困

難な場合は、医療機関等への予約連絡等を支援する。 
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キ 記録・報告 

イ～カの記録を作成し、生活支援課職員に都度報告を行う。 

 

(2) 健診結果の入手 

受診勧奨により健診を受診した者及び自発的に健診を受診した者について、面接、架電、

生活支援課職員同行による訪問等により健康診査票を入手し健診結果を把握する。 

また、生活支援課が保有する健診データから健診受診者及び健診結果を把握する。 

 

(3) 健診結果の判断と保健指導 

判定区分及び検査データから健診結果を総合的に判断し、必要な保健指導を行う。 

 

ア 結果に応じた保健指導 

結果の説明及び健診結果に応じて生活習慣の聞き取りや生活習慣改善のための保健指

導を行う。継続支援や栄養指導が必要な者については健康づくり係へ引き継ぐ。 

要医療者については、医療機関受診の必要性を説明し、生活支援課職員へ引き継ぐ。

必要に応じて、医療機関受診が未受診の者へ電話、面接、生活支援課職員とともに同行

受診等による受診支援を行う。また医療機関受診後の者について、健康づくり係と連携

し、生活習慣改善相談やその他保健指導事業の導入を検討する。 

 

イ 記録・報告 

アの業務について記録を作成し、生活支援課職員及び健康づくり係職員に都度報告を

行う。 

 

(4) 頻回受診者の保健指導

ア 対象者の確認 

生活支援課が保有する対象者台帳から頻回受診指導の対象者を把握する。必要に応じ

て対象者のケース記録や担当職員から情報を把握する。 

イ 保健指導 

面接、生活支援課職員同行による訪問等により、医療機関の受診状況改善のための指

導を行う。 

ウ 同行受診 

生活支援課職員とともに、頻回受診者の同行受診を行い、医師の指示等の確認を行う。 

エ 記録・報告 

イ～ウの業務について記録を作成し、生活支援課職員に都度報告を行う。 

 

(5) その他 

(1)～(4)の空き時間を利用し、生活支援課職員・健康づくり係職員の指示による作業を

行う。 

 

５ 研修 

業務実施の開始前に、派遣先の担当者により、派遣労働者に対し第６の９(2)に定める研修を

実施する。また、派遣先は派遣労働者の基本的な実務に関する連絡会も実施し、派遣労働 
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者がそれらを受講できるような人材育成環境を整える。 

 

第６ 派遣要件 

１ 派遣人員 

第３に定めた各就業場所に１名ずつ配置し、第４に定める派遣期間を通じて可能な限り同

一の者が従事するよう、派遣元は配慮するものとする。 

 

２ 派遣労働者の資質 

派遣元は派遣労働者の人選にあたって、当該業務の適正の有無について、派遣先の意見を

尊重するものとする。また、派遣元は派遣労働者の人選にあたって、下記(1)～(4)を必須条

件とすること。さらに、(5)の条件を満たす者を選出することが望ましい。 

また、当該業務の適性について、必要とされる採用条件を示した資料（様式１）を用いて、派

遣元は派遣労働者に事前に説明するものとする。 

(1) 保健師もしくは看護師の資格を有すること。 

(2) 対象者のケース記録や健診結果等から総合的に判断し、対象者に応じた指導業務が可能

であること。 

(3) ワードやエクセルなどのＯＡ機器の基本的な操作ができること。（例：ワードでの複数頁

の文書の作成、エクセルを利用した表やグラフの作成、SUM関数などの基本関数、１分間

に100文字以上のタイピングが可能な方） 

(4) 挨拶・報告・連絡相談等はもちろん、対象者への電話及び対面での受診勧奨・保健指導

業務に必要な高いコミュニケーション能力を有すること。 

(5) 自治体や産業保健分野等で、健診結果に基づく保健指導業務や、地域保健等に関する業

務経験があること。 

 

３ 名簿及び情報共有シートの提出 

派遣元は、派遣先の派遣先管理台帳作成等のため、派遣労働者の名簿、派遣労働者ごとに

作成する情報共有シート（様式２）を業務従事２週間前に提出することとする。 

 

４ 就業日 

第４に定めた派遣期間のうち、日曜日、土曜日、及び国民の祝日に関する法律（昭和 23 

年法律第 178 号）に規定する休日を除く、あらかじめ派遣先が決定した曜日とする。なお、全18 

か所の派遣先のうち、鶴見区、中区、南区は週３回、その他15か所は週２回の勤務とする。ただ

し、第５の２に定めた実施環境の状況により、定めた日を変更する場合がある。 

(1)  就業日は原則として上記のとおりとする。就業日の変更等が必要になった場合は、派遣

労働者と就業場所が協議し就業日を決定する。 

(2)  就業日に休暇や欠勤があった場合は、派遣労働者と就業場所が協議し振替日に勤務をする

か決定する。 

(3)  上記就業日が国民の祝日もしくは休日の場合は、原則として振替日に勤務することとす

る。ただし、連続する祝日・休日についてはこの限りでない。 

(4）就業日が重ならない場合に限り、一人の派遣労働者につき２か所の就業場所の派遣を可

能とする。 

５ 就業時間及び休憩時間 
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就業時間：原則として９時 00 分から 17 時 00 分とする。 

ただし調整が必要な場合は派遣先と派遣元が協議の上決定する。

休憩時間：12 時から 13 時とする。 

（休憩時間は業務の都合上前後する場合もあるが、就業時間のうち１時間は確保

するものとする。） 

 

６ 一日あたりの労働時間等 

(1) 拘束時間 8 時間 

(2) 休憩時間 1 時間 

(3) 実働時間 7 時間 

 

７ 就業時間を超えた時間外労働 

就業時間を超えた時間外労働は原則行わないが、やむ得ない場合には、派遣先は派遣労働

者に就業時間を超えた時間外の労働を命ずることができるものとする。 

なお、就業時間外労働を命ずる場合は、1 か月 45 時間の範囲で 15 分単位とし、休日、深

夜については除く。 

また、就業時間外労働の賃金は、下記のとおりとする。 

(1) 1 日の労働時間が 8 時間（法定労働時間）以内の場合は、通常単価とする。 

(2)  1 日の労働時間が 8 時間（法定労働時間）を超過し 22 時までは、通常時間単価の 1.25

倍とする。 

 

８ 派遣労働者の休暇取得 

(1)  派遣労働者が派遣先の指定する派遣期間中に、派遣元の付与する有給休暇を含め、休

暇を取得する場合には、休暇取得日の前日までに、派遣先の選任する責任者に休暇の取

得を申し出ること。 

(2)  派遣労働者が派遣先の指定する就業日当日に、体調不良等により出勤が不可能となっ

た場合には、原則として就業時間前に、派遣先の選任する責任者に就業日の振替又は休

暇の取得を申し出ること。 

(3)  派遣元及び派遣労働者は、休暇の取得にあたっては、業務に支障を来さないよう留意

すること。 

(4)  派遣先は、業務に支障を来すと判断した場合には、派遣元に対して、代替の派遣労働

者を求めることができるものとする。 

 

９ 安全及び衛生 

(1) 業務において、ＶＤＴ作業に連続して従事する時間は１時間までとする。１時間連続 

して操作したときには少なくとも 10 分間の休憩を与える。 

(2) 派遣元は、派遣労働者を派遣する前に、雇入れ時安全教育を実施すること。 

 

10 派遣労働者の教育 

(1) 派遣元は自治体等への派遣実績を生かし、派遣労働者に対して、労働者としての一般常

識及び電話業務へ従事する際に共通して必要な知識・応答方法等について教育を行い、横 
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浜市職員に準ずる心構えで業務を実施するよう指導するものとする。 

(2) 派遣先は、派遣労働者に対して、業務実施に必要な知識等について教育を行う。 

 

11 派遣先責任者及び派遣元責任者の選定 

派遣先及び派遣元は、契約締結時に責任者をそれぞれ１名選任するものとする。責任者は、業

務全体を統括し、派遣先及び派遣元間の連絡調整を行うものとする。 

 

12 指揮命令者等 

(1) 派遣先は、業務内容により、指揮命令者を選任するものとする。 

(2) 派遣労働者は、業務の遂行にあたって、指揮命令者の指示に従うものとする。 

(3) 派遣労働者は、業務の遂行にあたって、職員及びその他労働者と連携を密にすること。 

 

13 派遣労働者からの苦情の処理 

(1) 苦情の申出を受ける者 

派遣先及び派遣元は、契約締結時に派遣労働者からの苦情の申出を受ける者を１名選

任するものとする。 

(2) 苦情処理方法、連携体制等 

ア 派遣先及び派遣元における(1)で選任された者が派遣労働者から苦情の申出を受けた

ときは、ただちに 10 で選任された派遣先又は派遣元の責任者へ連絡することとし、当該

派遣先又は派遣元の責任者が中心となって、誠意をもって、遅滞なく、当該苦情の適切

かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。 

イ 派遣先及び派遣元は、自らでその解決が容易であり、即時に処理した苦情の他は、相

互に遅滞なく通知するとともに、密接に連絡調整を行いつつ、その解決を図ることとす

る。 

 

14 事務打合せの実施 

派遣先及び派遣元は必要に応じて事務打合せを行い、円滑な情報交換、問題解決に努める

ものとする。 

 

15 派遣労働者の福利の増進のための便宜の供与 

派遣先は、派遣労働者に対し、給湯室、休憩室等の福利厚生設備の利用について、派遣先

の職員と同一に取り扱うこととする。 

 

16 労働・社会保険の適用の促進 

派遣元は、労働保険及び社会保険の加入基準を満たす労働者を派遣するときは、全て加入

させてから派遣すること。ただし、新規雇用者を派遣する場合は、派遣開始後に加入基準を

満たし次第、速やかに加入させること。 

 

第７ 派遣料金 

派遣料金については、契約期間の月末日締めとし、当該月ごとの部分払いとする。 

部分払いについては、就業場所、派遣労働者及び賃金単価ごとに、当該月の総労働時間数 
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に 30 分未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、それ以上の端数がある場合にはこれを 1時

間に切り上げて算出した労働時間に単価を乗じて得られた額（１円未満切り上げに消費税額

（１円未満切り捨て）を加えること。 

また、派遣先は派遣労働者の自宅から就業場所までの交通費を負担しないこととする。出

張の交通費については、第３に定める就業場所を起点及び着点とし、出張にかかる交通費を

横浜市旅費条例ならびに横浜市職員出張及び旅費支給規程にもとづき算出した金額を上限と

して負担する。その他、派遣料金の計算に関して、この仕様書に定めのない事項についての

考え方は、一般職員の給与計算と同一に取扱うこととする。 

 

第８ 個人情報保護 

１ 個人情報及び機密の取扱い 

派遣元及び派遣労働者は、業務において知り得た個人情報及び機密その他の情報を他に漏

洩してはならない。 

特に個人情報の取扱いについては、十分留意し、漏洩、滅失、き損の防止、その他適切な

管理に努め、派遣元は、個人情報保護のための必要な規定の整備、従業員教育等個人情報を

保護するために必要な措置を講ずること。また、このことについて派遣労働者の就業時間外

及び本契約終了後も同様とする。 

 

２ データ等の適正な管理 

派遣先、派遣元及び派遣労働者は、データ等その他の業務の履行に必要な書類の授受、処

理、保管その他の管理にあたっては、漏洩、滅失、き損等を防止し、その適正な管理を図ら

なければならない。 

また、派遣元及び派遣労働者は、業務の履行のために派遣先から提供された支給品、貸与

品、データ等を業務の履行以外の用途のために複写もしくは複製、第三者への提供及び外部

への持ち出しを行ってはならない。 

 

３ 作業場所等入室に関する注意事項 

派遣元及び派遣労働者は、作業場所への手荷物等の持込を禁止する。特に、デジタルカメ

ラ（デジタルカメラの機能を有する携帯電話を含む）、ＵＳＢメモリー等の電子機器の持込を

禁止する。コート、手荷物等は、派遣先が派遣元及び派遣労働者に提供するロッカー等に保

管すること。ただし、指揮命令者の確認を得て、貴重品を作業場所へ持ち込むことは、差し

支えない。 

 

第９ その他特記事項 

１ 自己の雇用する派遣労働者以外の派遣の禁止 

派遣元は、自己の雇用する派遣労働者以外を派遣先に派遣してはならない。 

 

２ 実績報告書の提出 
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派遣元は派遣元の自治体への派遣実績を業務従事前までに派遣先に提出することとする。 

 

３ 派遣労働者の交代 

派遣先が、派遣労働者の業務適性やコミュニケーション能力等により、業務の遂行に支障

があると判断した場合は、派遣元に対し、その理由を明示したうえで、当該派遣労働者の交

代を求めることができる。派遣元はその理由に妥当性があると認められる場合には、速やか

に派遣労働者を交代することとする。また、派遣労働者から交代の申し出があった場合は、

派遣元が派遣先に速やかに連絡をすることとする。 

 

４ 紛争防止措置 

派遣先は、派遣契約終了後に派遣労働者を雇用する意思がある場合には、事前に派遣元に

書面等で通知するものとし、職業紹介により派遣先が雇用する場合の取扱いは派遣先と派遣

元が協議して定めることとする。 

 

５ 館内規則の遵守 

第３に定める就業場所の使用にあたっては館内規則に従うこと。 

 

６ 名札の着用 

派遣労働者は、就業時間中、名札を着用すること。名札は横浜市職員の名札と同程度の寸

法とし、姓を必ず載せること。 

派遣元は派遣労働者に対し名札及び名札を着用するためのフォルダ等を支給すること。名

札のデザイン等については派遣先に協議することとする。 

 

７ 許可書の明示 

派遣元は、派遣先に対して契約締結時に「一般労働者派遣事業」の許可書を明示すること。 

 

８ その他 

この仕様書に定めない事項については、労働者派遣法及び横浜市契約規則の定めるところ

によるほか、必要に応じて、派遣先及び派遣元は信義誠実の原則に従い協議して定める。 
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横浜市 

生活保護受給者の健康支援業務採用条件 

 
生活保護受給者の健康支援業務では、対象者の生活習慣病の予防、早期発見・重症化

予防のため、健康診査受診勧奨及び健診受診支援、健診結果の入手、結果説明、生活習

慣改善のための保健指導等を行います。 

そのため、採用条件として、以下の条件を満たすこととしています。そのうち、（1） 

～（4）は必須条件としています。 

 

 

 

 

(1) 保健師もしくは看護師の資格を有すること。 

 

(2)  対象者のケース記録や健診結果等から総合的に判断し対象者に応じた指導業務が

可能であること。 

 

(3) ワードやエクセルなどのＯＡ機器の基本的な操作ができること。 

（例：ワードでの複数頁の文書の作成、エクセルを利用した表やグラフの作成、SUM関

数などの基本関数、１分間に100文字以上のタイピングが可能な方） 

 

(4) 挨拶・報告・連絡相談等はもちろん、対象者への電話及び対面での受診勧奨・保

健指導業務に必要な高いコミュニケーション能力を有すること。 

 

(5) 自治体や産業保健分野等で、健診結果に基づく保健指導業務や、地域保健等に関

する業務経験があること。 

様式１ 
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横浜市健康相談専門員 情報共有シート 
 

フリガナ  

氏名 
 

電話番号 
 

 

初回出勤日 
 

初回出勤場所 
 

初回出勤連絡先 
 

 

勤務区 
 

勤務区初回出勤日 
 

区役所住所 
 

区窓口電話番号 
 

勤務場所 
 

勤務曜日 
 

区窓口職員・係長 
 

局窓口職員・係長 
 

 

その他共有事項 
 

 

メモ 
（持ち物等） 

 

上記の内容で確認しました。 

令和   年   月   日  

令和  年  月  日

令和   年   月   日  

横浜市担当： 

派遣元担当：

従事者本人： 

 

様式 2 


